
第１回　選考委員会　議事録

選考委員長　　村瀬　謙一

１．日　　時	　２０２４年５月１７日　午後１時００分～
１．場　　所	　大阪弁護士会館９０２号会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席委員　
（１）会議室での出席　１６名
（２）Ｚｏｏｍミーティングによる参加　１０名
（３）委任状の提出　４４通

　上記のとおり定足数に足る委員の出席があったので、本委員会は適法に成立し、委員長村瀬謙一は議長となり、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】
１　委員長就任と副委員長の指名
　選考委員会規則４条２項に基づき、村瀬謙一幹事長が委員長に就任し、同条３項に基づき、今井力委員と小野順子委員を副委員長として指名した。

２　Zoom参加者の議決権について
選考委員会規則ではZoomに議決権が認められていないが、意見があれば、会場出席者の議論に資することから述べてもらいたいとした。

３　選考委員会に関する規定（会則８条と選考委員会規則）の解釈と運用について
委員長：今回の会議において、会長候補者を推薦しないこと、副会長候補者を推薦することを決議事項とした。
これは、会則８条２項で「大阪弁護士会会長及び副会長（及び以下略）について、当会の候補者を推薦することの可否及び当会の推薦候補者の選考を行う」と規定していることから、まず、推薦することの可否を決め、可となった際に選考を行うものと考えている。そして、今回、会長を推薦することを可としないのは、他会派の情勢で立候補者が確実であるところ、当会派においては、あえて選挙を行ってまで立候補されたいという声を聴かないこと、あえて選挙を行ってまで否定する方ではないと考えるためである。

Ａ委員：会長候補者を推薦するか否かを決議すること自体がおかしいのではないか。
立候補した人を相応しいか否かを判断するのはわかるが、選考委員会で推薦してもらうことに応募する機会自体を与えないというのはおかしい。
条文解釈としても「推薦することの可否」は、具体的な候補者が推薦に値しない場合に推薦を「否」とすることを指すとも考えられるのであって、抽象的に、今年度は選考手続自体をおよそ取らない旨の決議をすることが選考委員会の権限とは思われないし、実際に具体的な候補者を前提とすることなくおよそ選考手続自体を開始しない旨の決定を規則が規定していないのは、そのような権限がないことを前提としていると考えるべきではないか。およそ抽象的に「推薦しない」という決議を行うことは留保されるべきである。

Ｂ委員：非常に論理的である。

委員長：会則の解釈、立法者意思、これまでの運用を総合的に勘案して、そもそも推薦しないということを決めてもよいと考える。
選挙の回避は財政や労力ともかかわり、選挙事務所の賃借や出版物の配布など、相当の費用が必要であり、推薦する以上、電話かけなどの労力が必要であること、立候補を待って、結局、人物というより、そういった観点で否定するのであれば、最初から推薦しないというのが相当であると考える
ただし、会則の解釈について、疑義が生じ、意見が分かれるということであれば、委員会の役割を再確認し、疑義が生じないよう、今後の規定の改正も検討する必要はあると考える。

Ｃ委員：Ａ委員の意見は、なんら議論もなく推薦しないと決めてしまうのはおかしいということではないか。

Ｄ委員：公権的解釈では、推薦しないと決めてしまうこともできるという考え。

Ｅ委員：出たい人が出たら良いやんということではない。会派が選挙母体となる。選挙をやるのであれば金銭的、労力的負担をすると腹をくくらなければならない。

今井副委員長：今後の課題としては、届出期間を定めなければならない。それを、副会長の立候補期間とするか、役職を定めないで公募するのかが問題となる。それを今年度副会長にしぼるのは良いと考える。
規定ぶりは改正の必要があると考える。

委員長：少なくとも昨年度まで継続して行われていた解釈及び運用であり、間違ってはいないとの考えである。

Ａ委員：選挙をやりたいわけではない。しかし、選考委員会への応募する機会を設けないということが許されるのか。選挙云々についても、具体的な応募があった上で、選考委員会が諸般の事情を踏まえて推薦不相当と判断すればよいのであって、およそ選考委員会の手続自体を開かないということを規則上正当化できるのか。

Ｃ委員：規則的にできるのかということと、実質的にそれで良いのかということ。

小野副委員長：選考委員会として、候補者を決める役割、選挙に費用と労力をかけるのかを決める役割。２つの役割がある。それがごっちゃになっている。

Ｅ委員：良い人が出てきたら、推薦する余地を残すことになる。理論的な問題もあるが、現実問題として選挙のためには莫大な費用と労力が必要。１０年以上選挙をしていない現実がある。

Ｆ委員：選挙をしてまで推薦候補者を出すのか、それは選考委員会で決めるのか、幹事会で決めるのか。

委員長：会則８条２項により選考委員会で決めるというのが、これまでの解釈。

４　決議事項
　　委員長：会則や規則の解釈や、選考委員会の在り方について、様々な意見が出たが、会則の解釈は一応定着していると考える。そこでこれまでの解釈運用に従って、
進めることでご了解いただきたい。異論がある方もおられるので、決議をとりたい。

（１）次年度会長候補を推薦しないことについて
　　　賛成５６名（委任状４２通分を含む）、反対１名、保留２名（委任状１通分を含む）の賛成多数でこれを可決した。

（２）次年度副会長候補を推薦することについて
　賛成５６名（委任状４２通分を含む）、反対１名（委任状１通分）、保留２名の賛成多数でこれを可決した。

（３）副会長推薦候補者の届出期間（選考委員会規則　第８条１項）
６月３日～６月１０日とすることについて、賛成多数でこれを可決した。
　　　なお、第２回及び意見を聴く会は７月１９日（金）午後１時～開催予定であるので、参加されたい。

Ｇ委員：選挙がしんどいからやめようという言い方は良くない。会派としての意義がなくなる。他方、１６年前、３年連続会長選挙をやった。会派の存亡をかけてやった。それで会派は疲弊した。選挙を知らない世代が安易に選挙をと言い出さないようにしなければならない。

委員長：おっしゃるとおり、選挙が嫌だからというだけで、推薦しないというふうに受け止められてはいけない。選挙をしても推薦するべき場合はあると考える。

Ｈ委員：選挙をしらない世代である。会派設立時の綱領には、公正明朗な役員選挙の実施と書かれていたが、どのような問題があったのか。

Ｉ会員：公職選挙法のような規定がないので、買収行為などもあった。

Ｅ委員：選挙をするのか否か、どこが決めるのかという議論は、去年も同様の議論があった。今後も同様の議論が出てくることが予測される。きちんと議事録に残して、引継ぎをするべき。

　　　　以　　上
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